
玉名市都市計画道路整備プログラム

令和7年1月10日時点

参考資料

玉名市

都市計画道路：岱明玉名線（ドローン撮影）



玉名市都市計画道路整備プログラム根拠資料

① 広域連携軸

熊本県上位計画）熊本県新広域道路交通計画（令和3年6月）

※項目に該当している路線を示す箇所を赤字・赤線、
 該当しているが、すでに求められる機能を有している路線を示す箇所を⻘字・⻘線で記す。



玉名市都市計画道路整備プログラム根拠資料

① 広域連携軸

熊本県上位計画）熊本県新広域道路交通計画（令和3年6月）

【広域連携軸】
・玉名バイパス線

※項目に該当している路線を示す箇所を赤字・赤線、
該当しているが、すでに求められる機能を有している路線を示す箇所を⻘字・⻘線で記す。

※項目に該当している路線を示す箇所を赤字・赤線、
 該当しているが、すでに求められる機能を有している路線を示す箇所を⻘字・⻘線で記す。



玉名市都市計画道路整備プログラム根拠資料

① 広域連携軸

玉名市上位計画）第2次玉名市総合計画後期計画（令和4年3月）

※項目に該当している路線を示す箇所を赤字・赤線、
 該当しているが、すでに求められる機能を有している路線を示す箇所を⻘字・⻘線で記す。



玉名市都市計画道路整備プログラム根拠資料

① 広域連携軸

玉名市上位計画）第2次玉名市総合計画後期計画（令和4年3月）

【広域連携軸として評価】
・⻑洲玉名線
・玉名バイパス線
【まちなか連携軸として評価】

※項目に該当している路線を示す箇所を赤字・赤線、
該当しているが、すでに求められる機能を有している路線を示す箇所を⻘字・⻘線で記す。

※項目に該当している路線を示す箇所を赤字・赤線、
 該当しているが、すでに求められる機能を有している路線を示す箇所を⻘字・⻘線で記す。



玉名市都市計画道路整備プログラム根拠資料

① 広域連携軸

玉名市上位計画）玉名市都市計画マスタープラン（令和5年3月）

※項目に該当している路線を示す箇所を赤字・赤線、
 該当しているが、すでに求められる機能を有している路線を示す箇所を⻘字・⻘線で記す。



玉名市都市計画道路整備プログラム根拠資料

① 広域連携軸

玉名市上位計画）玉名市都市計画マスタープラン（令和5年3月）

【広域連携軸】・⻑洲玉名線・玉名バイパス線（△暫定整備済み）

【今後の主な取組】
・有明海沿岸道路

※項目に該当している路線を示す箇所を赤字・赤線、
該当しているが、すでに求められる機能を有している路線を示す箇所を⻘字・⻘線で記す。

※項目に該当している路線を示す箇所を赤字・赤線、
 該当しているが、すでに求められる機能を有している路線を示す箇所を⻘字・⻘線で記す。



玉名市都市計画道路整備プログラム根拠資料

② まちなか連携軸

熊本県上位計画）玉名都市計画区域マスタープラン（平成24年3月30日）



玉名市都市計画道路整備プログラム根拠資料

② まちなか連携軸

熊本県上位計画）玉名都市計画区域マスタープラン（平成24年3月30日）

【まちなか連携軸】
・岱明玉名線（△暫定整備済み）

【まちなか連携軸】
・築地中線
・前田東線
・玉名駅平嶋線

※項目に該当している路線を示す箇所を赤字・赤線、
該当しているが、すでに求められる機能を有している路線を示す箇所を⻘字・⻘線で記す。



玉名市都市計画道路整備プログラム根拠資料

② まちなか連携軸

玉名市上位計画）第2次玉名市総合計画後期計画（令和4年3月）



玉名市都市計画道路整備プログラム根拠資料

② まちなか連携軸

玉名市上位計画）第2次玉名市総合計画後期計画（令和4年3月）

【広域連携軸として評価】
・⻑洲玉名線
・玉名バイパス線
【まちなか連携軸として評価】

【まちなか連携軸】

※項目に該当している路線を示す箇所を赤字・赤線、
該当しているが、すでに求められる機能を有している路線を示す箇所を⻘字・⻘線で記す。



玉名市都市計画道路整備プログラム根拠資料

② まちなか連携軸

玉名市上位計画）玉名市都市計画マスタープラン（令和5年3月）



玉名市都市計画道路整備プログラム根拠資料

② まちなか連携軸

玉名市上位計画）玉名市都市計画マスタープラン（令和5年3月）

【まちなか連携軸】
・築地大倉線・玉名駅下町線

【まちなか連携軸】
・岱明玉名線
・築地中線

【まちなか連携軸】

※項目に該当している路線を示す箇所を赤字・赤線、
該当しているが、すでに求められる機能を有している路線を示す箇所を⻘字・⻘線で記す。



玉名市都市計画道路整備プログラム根拠資料

③ 観光の振興

至_長洲港

至_有明海沿岸道路

至_菊水インター

至_南関インター

新玉名駅

玉名駅
至_熊本市

至_熊本市

至_荒尾・大牟田市

凡例
・主な観光拠点
・主な交通結節点
・主な観光アクセス道路
・たまなフットパス
・中心市街地における
主な観光散策ルート

・広域的な観光アクセス
に寄与する路線

・観光散策ルート上に
位置する路線

※すでに当該機能を有している
路線は⻘線で表記する

蓮華院誕生寺

蛇ヶ谷公園

玉名温泉

高瀬

桃田運動公園

Ｙ・ＢＯＸ

小天温泉

金栗四三住家

鍋松原海岸

中心市街地

【広域アクセス】
【観光散策ルート等】
・築地大倉線
・玉名バイパス線

【広域アクセス】
・⻑洲玉名線
・岱明玉名線

【広域アクセス】
・築地中線
・玉名駅平嶋線

【観光散策ルート等】
・前田東線
・玉名駅下町線



玉名市都市計画道路整備プログラム根拠資料

③ 観光の振興

○観光拠点の考え方
●上位計画における「主な観光拠点」の表記
・熊本県都市計画区域マスタープラン（H24.3.30）
 観光拠点： 玉名温泉
 レクリエーション拠点： 蛇ヶ谷公園、桃田運動公園、岱明中央公園、浮田池、

鍋松原海岸（松原海水浴場）
・玉名市都市計画マスタープラン（R5.3.）
 観光拠点： 玉名温泉、小天温泉
 交流拠点： 鍋松原海岸（松原海水浴場）、蛇ヶ谷公園、桃田運動公園
・第２期玉名市観光振興計画
 主要観光スポット： 玉名温泉、小天温泉、鍋松原海岸（松原海水浴場）、

金栗四三住家、Ｙ・ＢＯＸ、高瀬、蓮華院誕生寺

⇒都市内の観光等拠点として位置づける拠点
玉名温泉、小天温泉、鍋松原海岸（松原海水浴場）、金栗四三住家、Ｙ・ＢＯＸ、
高瀬、蓮華院誕生寺、蛇ヶ谷公園、桃田運動公園

○広域的な観光アクセス道路の考え方
●玉名市に隣接する主要な交通結節点
⻑洲港、九州⾃動⾞道（菊水インターチェンジ、南関インターチェンジ）
有明海沿岸道路、玉名駅、新玉名駅
●玉名市につながる大きなバイパス道路
国道208号、国道501号

○観光散策ルート及び観光拠点等へアクセスする路線の考え方
●観光散策ルート（玉名フットパス）
菊池川ハゼ並木コース、高瀬コース、伊倉南方コース、玉杵名コース、小岱山コース

●観光拠点等へアクセスする路線
（中心市街地における主な観光拠点、交通結節点を結ぶルート）
玉名駅⇔高瀬、玉名駅⇔玉名温泉、玉名温泉⇔高瀬、玉名温泉⇔蛇ヶ谷公園、
新玉名駅⇔蛇ヶ谷公園、新玉名駅⇔高瀬



玉名市都市計画道路整備プログラム根拠資料

➃ 緊急輸送道路

熊本県緊急輸送道路ネットワーク計画（令和6年3月）



玉名市都市計画道路整備プログラム根拠資料

➃ 緊急輸送道路

熊本県緊急輸送道路ネットワーク計画（令和6年3月）

⻑洲玉名線（△暫定整備済み）

築地大倉線（△暫定整備済み）

玉名バイパス線（△暫定整備済み）

沖洲金山線
岱明玉名線（△暫定整備済み）

玉名駅平嶋線

凡例
・緊急輸送路に位置付け
られている路線

・緊急輸送路と二次的に
接続する路線

※すでに当該機能を有して
いる路線は⻘線で表記する。



玉名市都市計画道路整備プログラム根拠資料

⑤-1 自動車交通の円滑化

凡例
①現⑧⑧⑧道がない路線
②現道若しくは平行路線の拡幅が必要な路線
③ ②の並行路線

※すでに当該機能を有している路線は⻘線で表記する。

沖洲金山線 築地中線

玉名駅平嶋線
玉名バイパス線

前田東線

岱明玉名線
（△暫定整備済み）

⻑洲玉名線
（△暫定整備済み）

⻑洲岱明線



玉名市都市計画道路整備プログラム根拠資料

⑤-2 災害時の避難路

避難路の考え方
①人口の集積する用途地域から１次避難所までの最短ルート
②用途地域外で人口の集積する地区（集落地区）から１次避難所までの最短ルート
※道路中央線（センターライン）のある比較的高尾痛の円滑化が図られている道路をルートとして選定。
 避難所までの移動時間の短縮や円滑化など整備効果のある路線を選定。

築地中線

玉名駅下町線（△⾞道整備済み）

築地大倉線（△暫定整備済み）

玉名駅平嶋線

前田東線

岱明玉名線（△暫定整備済み）

⻑洲玉名線（△暫定整備済み）

凡例
・災害時の避難路としての利用が見込まれる路線
・△既に避難路としての機能を有している路線
※集落からの避難路としての利用が見込まれる道路

玉名市文化センター

⻑洲岱明線

玉名バイパス線（△暫定整備済み）

用途地域



玉名市都市計画道路整備プログラム根拠資料

⑥ 地域生活の利便性

⻑洲玉名線

築地大倉線

玉名バイパス線

沖洲金山線

岱明玉名線

玉名駅平嶋線

⻑洲岱明線

前田東線 玉名駅下町線

築地中線

凡例
・主要施設に接続する路線
・主要施設から半径500m以内の路線

※すでに当該機能を有している路線は⻘線で表記する。



玉名市都市計画道路整備プログラム根拠資料

⑦ 公共交通の利便性

⻑洲玉名線

築地大倉線

玉名バイパス線

沖洲金山線

岱明玉名線

玉名駅平嶋線

⻑洲岱明線

前田東線 玉名駅下町線

築地中線

凡例
・バス停または鉄道駅がある路線
・バス停から半径300m以内または
鉄道駅から半径500m以内の路線

※すでに当該機能を有している路線は⻘線で表記する。



玉名市都市計画道路整備プログラム根拠資料

⑧ 自転車交通の円滑化

荒尾・玉名地域自転車ネットワーク計画（令和3年8月）



玉名市都市計画道路整備プログラム根拠資料

⑧ 自転車交通の円滑化

荒尾・玉名地域自転車ネットワーク計画（令和3年8月）

⻑洲玉名線

凡例
・荒尾・玉名自転車ネットワーク計画に位置付けられている路線

※すでに当該機能を有している路線は⻘線で表記する。



玉名市都市計画道路整備プログラム根拠資料

⑨ 交通安全

玉名市における人口集中地区（DID）（令和元年8月）

築地大倉線

玉名駅平嶋線

前田東線
玉名駅下町線

岱明玉名線（△暫定整備済み）

⻑洲岱明線

築地中線

文

文

凡例
・人口集中地区内で、多くの歩行者の利用が見込まれる路線
・既存集落に隣接しているなど、歩行者に利用が見込まれる路線
※すでに当該機能を有している路線は⻘線で表記する。
・通学路として多くの学童が利用する路線
・通学路としての利用が見込まれる地域



玉名市都市計画道路整備プログラム根拠資料

⑫ 都市機能誘導区域と居住誘導区域

築地大倉線

玉名駅平嶋線

前田東線

玉名駅下町線

岱明玉名線

築地中線

玉名バイパス線

凡例
・都市機能誘導区域内に位置する路線
・居住誘導区域内に位置する路線
・都市機能誘導区域
・居住誘導区域


